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第
四
項

残
さ
れ
た
課
題

第
六
節

結
び
に
か
え
て

(以
上
、
本
号
)

第
五
節

考

察

第
一
項

評
定
所
公
事
と
出
入

一

第
三
節
で
は
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
評
定
所
公
事
（
吟
味
物
）
の
具
体
例
を
五
つ
示
し
た
。
そ
れ
ら
は
、「
打
擲
被
致
候

出
入
」（〔
史
料
⚓
〕）、「
人
殺
出
入
」（〔
史
料
⚔
〕）、「
疵
付
出
入
」、「
理
不
尽
出
入
」、「
変
死
出
入
」
と
、
い
ず
れ
も
「
何
々
出
入
」
と

い
う
公
事
銘
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
以
外
の
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
評
定
所
公
事
も
「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
た(50
)。
評
定
所

の
公
式
裁
判
記
録
に
も
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
評
定
所
公
事
に
つ
い
て
「
出
入
」
と
記
さ
れ
て
い
た(51
)。

も
ち
ろ
ん
、
出
入
筋
の
裁
判
手
続
が
と
ら
れ
た
評
定
所
公
事
（
出
入
物
）
も
、
民
事
、
刑
事
を
問
わ
ず
「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

評
定
所
公
事
は
、
吟
味
筋
、
出
入
筋
い
ず
れ
の
手
続
に
よ
る
も
の
も
「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
評
定
所
公
事
を
「
出
入

物
」
と
す
る
説
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
〔
史
料
⚘
〕
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
適
合
的
な
史
料
の
よ
う
に

思
え
る
。『
目
秘

坤
』
二
十
三
の
十
「
吟
味
願
目
安
掛
り
之
差
別(52
)」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

二
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〔
史
料
⚘
〕

「
吟
味
〔
願
〕
与
目
安
懸
ニ
可
相
成
品
之
差
別
、
先
者
出
入
之
も
の
与
吟
味
も
の
与
の
訳
ニ
可
有
御
座
、
た
と
へ
ハ
、
不❟
届
之
筋
有

之
、
領
主
地
頭
お
ゐ
て
吟
味
い
た
し
候
節
、
他
之
引
合
有
之
候
得
者
、
吟
味
願
ニ
可
相
成
ニ
而
、
右
者
吟
味
も
の
之
筋
ニ
有
之
、

其
外
、
人➈
殺
、
疵
付
、
密
夫
等
之
儀
ニ
而
も
、
他
ニ
相
手
等
有
之
、
公
事
合
ニ
可
相
成
品
者
、
則
出
入
も
の
ニ
付
、
双
方
の
領
主

地
頭
よ
り
御
吟
味
可
相
願
筋
ニ
無
之
、
相
手
取
、
目
安
懸
を
以
及
出
訴
、
評
定
公
事
ニ
可
相
成
儀
ニ
御
座
候
、
勿
論
、
出
入
も
の

ニ
而
も
、
全
訴
答
与
も
一
領
一
給
限
之
儀
ニ
而
、
其
領
主
地
頭
お
ゐ
て
吟
味
之
上
、
他
之
引
合
有
之
手
限
之
吟
味
不
行
届
類
者
、

出
入
物
之
筋
ニ
而
も
吟
味
願
ニ
可
相
成
儀
ニ
而
、
尤
、
右
之
外
ニ
も
始
末
ニ
寄
一
概
ニ
も
難
申
上
候
得
共
、
一
躰
之
筋
者
凡
右
之

通
可
有
御
座
候
、
相
手
取
為
出
訴
公
事
合
ニ
可
相
成
品
を
、
他
之
懸
り
合
候
迚
吟
味
い
た
し
候
而
者
、
御
手
限
も
の
与
評
定
公
事

与
之
差
別
混
雑
仕
、
御
定
之
御
趣
意
ニ
も
相
響
可
申
哉
与
奉
存
候
、

右
廻
状

中
野
又
兵
衛
」

〔
史
料
⚘
〕
は
他
領
他
支
配
関
連
の
事
件
に
つ
い
て
の
取
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
❟
「
不
届
之

筋
」
が
あ
り
、
領
主
、
地
頭
の
と
こ
ろ
で
吟
味
し
た
さ
い
、
他
領
他
支
配
の
者
と
関
連
が
あ
る
場
合
は
、〔
幕
府
に
〕
吟
味
願
（
奉
行

所
吟
味
願
）
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
吟
味
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
➈
人
殺
、
疵
付
、
密
夫
等
で
あ
っ
て
も
、
他
に
〔
訴

え
る
べ
き
〕
相
手
が
あ
り
公
事
合
に
な
る
よ
う
な
案
件
は
、「
出
入
も
の
」
で
あ
る
の
で
、〔
被
害
者
、
加
害
者
〕
双
方
の
領
主
、
地
頭

よ
り
〔
幕
府
に
〕
吟
味
願
を
す
べ
き
で
は
な
く
、〔
被
害
者
が
加
害
者
を
〕
相
手
取
り
目
安
懸
り
で
出
訴
し
、
評
定
所
公
事
と
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）
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二

問
題
と
な
る
の
は
➈
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
殺
等
の
事
件
で
あ
っ
て
も
公
事
合
と
な
る
よ
う
な
案
件
は
「
出
入
も
の
」

で
あ
り
、
目
安
で
も
っ
て
出
訴
し
、
評
定
所
公
事
と
な
る
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
人
殺
等
の
刑
事
事
件
が
、
重
大
犯
罪

の
嫌
疑
濃
厚
な
も
の
を
も
含
む
と
仮
定
す
る
と
、
➈
の
「
出
入
も
の
」
は
、
出
入
筋
の
刑
事
事
件
の
み
な
ら
ず
、
吟
味
筋
の
刑
事
事
件

（
吟
味
物
）
を
も
含
む
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
項
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
評
定
所
公
事
（
吟
味
物
）、
出

入
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
評
定
所
公
事
（
出
入
物
）
の
い
ず
れ
も
が
「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
➈
の
記
述
は
こ
の
こ
と
と
平
仄
が

合
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

仮
に
、
重
大
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
な
人
殺
等
の
事
件
と
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
思
え
な
い
人
殺
等
の
事
件
と
が
、「
出
入
も
の
」

の
評
定
所
公
事
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る
と
、
吟
味
物
の
評
定
所
公
事
も
出
入
物
の
評
定
所
公
事
も
、
い
ず
れ
も
「
出
入
も

の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
従
来
の
吟
味
物
、
出
入
物
を
包
摂
す
る
上
位
概
念
と
し
て
新
た
な
「
出
入
も
の
」
概
念

―
―
広
義
の
「
出
入
も
の
」
―
―
を
想
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
想
定
が
成
り
立
つ
と
す
る
と
、
他
者
を
相
手

取
っ
て
出
訴
し
、
目
安
裏
判
の
下
付
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
評
定
所
に
係
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
件
は
、
い
ず
れ
も
広
義
の
「
出
入

も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
他
者
を
相
手
ど
っ
て
出
訴
し
、
内
寄
合
公
事
、
手
限
公
事
と

な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

三

仮
に
こ
の
よ
う
な
想
定
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
江
戸
幕
府
の
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
像
を
考
え
る
こ
と
も
可

能
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
🄐🄐
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
目
安
懸
り
の
出
訴
）
を
契
機
と
す
る
「
出
入
型
裁
判
」
と
、
🄑🄑
「
私
人
に
よ
る

出
訴
」
を
契
機
と
し
な
い
「
非
出
入
型
裁
判
」
と
に
ま
ず
大
別
さ
れ
る
。
🄐🄐
に
は
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
を
し
て
目
安
に
裏
判
が
下

付
さ
れ
る
「
出
入
筋
の
裁
判
」（〔
史
料
⚑
〕）
と
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
を
し
た
が
目
安
に
裏
判
が
下
付
さ
れ
ず
、
相
手
が
身
柄
拘

四

立
命
館
法
学

二
〇
二
二
年
二
号
（
四
〇
二
号
）

513 (1089)



束
・
江
戸
送
致
、
召
喚
と
な
る
「
吟
味
筋
の
裁
判
」（〔
史
料
⚒
〕）
と
が
あ

る
。
こ
の
新
説
に
よ
れ
ば
、
両
者
と
も
に
広
義
の
「
出
入
も
の
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
🄑🄑
は
私
人
が
他
者
を
相
手
ど
っ
て
目
安
で
訴
え
出
る
の
で

は
な
い
す
べ
て
の
裁
判
で
あ
る
。
官
の
主
導
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
裁
判
で

あ
り
、
吟
味
筋
の
裁
判
で
あ
る
。
奉
行
所
吟
味
願
に
基
づ
く
裁
判
（〔
史

料
⚘
〕
の
❟
）
や
官
憲
の
逮
捕
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
裁
判
、
自
首
に
よ
り

開
始
さ
れ
る
裁
判
等
々
、
🄐🄐
以
外
の
裁
判
で
あ
る
。
以
上
が
広
義
の
「
出

入
も
の
」
概
念
を
前
提
に
し
た
新
し
い
裁
判
像
で
あ
る
。
図
示
す
る
と

〔
図
⚑
〕
の
よ
う
に
な
る
。

四

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
像
を
描
く
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
確
か
に
、
出
入
筋
の
評
定
所
公
事
も
吟
味
筋
の
評
定
所
公
事
も

「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

他
者
を
相
手
取
り
目
安
を
呈
し
て
奉
行
所
に
訴
え
出
た
案
件
で
あ
る
と
い

う
意
味
、
あ
る
い
は
双
方
が
争
っ
て
い
る
案
件
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
持
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
来
の
学
説
が

唱
え
て
き
た
「
出
入
物
」
の
持
つ
意
味
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う

な
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
出
入
」
を
「
出
入
も
の
」
と
読
み
か
え

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）

五

512 (1088)

〔図⚑〕

特 徴 内 容

🄐🄐
出
入
型
裁
判

「私人による出訴」（他者を相手
どって目安で訴え出ること）を契
機とする裁判

対象はすべて広義の「出入もの」

目安に裏判が下付される出入筋の
裁判

目安に裏判が下付されない吟味筋
の裁判

🄑🄑
非
出
入
型
裁
判

「私人による出訴」（他者を相手
どって目安で訴え出ること）を契
機とするのでない裁判

対象はすべて吟味物

官の主導により開始される吟味筋
の裁判
奉行所吟味願による裁判、官憲
の逮捕により開始される裁判、
自首により開始される裁判その
他



て
、
従
来
の
出
入
物
、
吟
味
物
を
包
摂
し
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
法
的
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
現
段
階
で
は
定
か

で
な
い
。〔
史
料
⚘
〕
の
➈
の
部
分
も
、
⒜
人
殺
、
疵
付
、
密
夫
等
の
事
件
で
あ
っ
て
も
、
犯
人
（
加
害
者
）
を
相
手
取
っ
て
「
公
事

合
」
と
な
る
よ
う
な
案
件
は
「
出
入
も
の
」
で
あ
る
の
で
、
⒝
目
安
懸
り
で
出
訴
し
、
評
定
所
公
事
と
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
⒜

の
部
分
は
、
本
項
一
で
述
べ
た
「
出
入
」
の
意
味
―
―
す
な
わ
ち
、
双
方
が
争
っ
て
い
る
案
件
で
あ
る
と
い
う
意
味
―
―
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
は
な
く
、
⒝
の
部
分
も
、
目
安
懸
り
で
出
訴
し
た
の
ち
、
す
な
わ
ち
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
を
行
っ
た
の
ち
、
目
安
に
裏
判

が
与
え
ら
れ
れ
ば
出
入
筋
の
評
定
所
公
事
と
な
り
（〔
史
料
⚑
〕
参
照
）、
目
安
に
裏
判
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
吟
味
筋
の
評
定
所
公
事

と
い
う
こ
と
に
な
る
（〔
史
料
⚒
〕
参
照
）、
と
理
解
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
評
定
所
公
事
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

〔
史
料
⚘
〕
の
「
出
入
も
の
」
を
広
義
の
「
出
入
も
の
」
と
読
み
か
え
て
裁
判
制
度
を
再
構
築
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。

史
料
が
示
す
姿
は
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
る
。
次
項
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
二
項

公
事
出
入
と
吟
味
も
の

一

本
節
第
一
項
で
述
べ
た
出
入
筋
の
手
続
に
も
と
づ
く
裁
判
と
吟
味
筋
の
手
続
に
も
と
づ
く
裁
判
と
は
、
別
個
の
手
続
に
も
と
づ

く
裁
判
で
あ
り
、
そ
の
裁
判
の
対
象
た
る
出
入
物
、
吟
味
物
も
別
個
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
聞
訟
秘
鑑
』
八
一
号(53
)に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
⚙
〕

「
一
公
事
出
入
と
吟
味
も
の
と
の
差
別
之
事

六
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是
は
、
通
例
之
訴
訟
は
返
答
書
申
付
及
吟
味
、
火
附
・
人
殺
・
盗
賊
之
類
、
重
科
ニ
可
相
成
も
の
は
、
吟
味
も
の
と
唱
、
返
答

書
不
申
付
、
手
当
い
た
し
置
、
可
及
吟
味
事
ニ
候
、
密
通
も
吟
味
も
の
ニ
候
へ
共
、
是
又
夫
疑
相
晴
候
へ
は
、
内
済
願
下
ニ
も

相
成
候
ニ
付
、
返
答
書
申
付
候
方
も
可
然
哉
、
都
而
御
法
度
筋
へ
拘
り
、
願
下
ケ
内
済
杯
ニ
不
相
成
儀
は
、
吟
味
も
の
と
唱
候

事
」

〔
史
料
⚙
〕
に
よ
れ
ば
、「
通
例
之
訴
訟
」
は
〔
相
手
方
に
〕
返
答
書
を
申
し
付
け
て
吟
味
を
す
る
が
、
火
附
、
人
殺
、
盗
賊
等
、

重
科
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
「
吟
味
も
の
」
と
唱
え
、〔
相
手
に
〕
返
答
書
を
申
し
付
け
ず
、
身
柄
拘
束
（「
手
当
」）
し
て
お
き
吟
味
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。〔
史
料
⚙
〕
の
冒
頭
の
頭
書
「
公
事
出
入
と
吟
味
も
の
と
の
差
別
之
事
」
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
公
事
出
入
」

と
は
、
本
文
冒
頭
の
「
通
例
之
訴
訟
」
を
指
す
も
の
と
言
え
よ
う
。「
公
事
出
入
」
と
は
私
人
が
他
者
を
相
手
ど
っ
て
目
安
を
呈
し
て

奉
行
所
に
訴
え
出
る
も
の
で
あ
る
が
、〔
史
料
⚙
〕
で
は
、「
通
例
之
訴
訟
」
す
な
わ
ち
「
公
事
出
入
」
で
は
相
手
に
返
答
書
を
申
し
付

け
る
と
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
目
安
を
呈
し
て
訴
え
出
た
の
ち
、
目
安
に
、
相
手
の
返
答
書
提
出
を
申
し
付
け
る
奉
行
の
裏
書
（
裏

判
）
が
下
付
さ
れ
る
と
い
う
出
入
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、「
通
例
之
訴
訟
」
で
は
な
い
火
附
、
人
殺
、
盗
賊
等
、
重
科
に
な
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
返
答
書
を
申
し
付
け

ず
、
身
柄
拘
束
し
て
吟
味
す
る
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
目
安
に
裏
書
（
裏
判
）
は
与
え
ず
、
相
手
に
返
答
書
も
申
し
付
け
ず
身
柄
を
拘
束

す
る
と
い
う
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
火
附
、
人
殺
、
盗
賊
等
、
重
科
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
、「
吟
味

も
の
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
重
罪
犯
罪
が
「
吟
味
物
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
公
事
糺
』
所
収
「
公
事
出
入
と

吟
味
物
差
別
之
事
」
に
も
、「
逆
罪
、
火
附
、
盗
賊
、
人
殺
、
或
ハ
御
法
を
犯
候
類
を
吟
味
物
と
唱
候
」
と
あ
る(54
)こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
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る
。
こ
れ
ら
史
料
に
現
わ
れ
る
「
吟
味
物
」
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
、
目
安
裏
判
は
下
付
さ
れ
ず
「
手
当
呼
出
」

に
よ
り
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
広
義
の
「
出
入
も
の
」
概
念
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
吟
味
物
」
を
「
出
入
も
の
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
呼
び
方
は
、
厳
密
な
断
わ
り
書
を
付
け
れ
ば
可
能
と
思
う
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
広
義
の
「
出
入
も
の
」
概

念
を
用
い
る
意
義
が
い
ま
ひ
と
つ
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

二

公
事
出
入
に
お
い
て
、
通
例
の
出
入
の
場
合
に
は
出
入
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
百
箇
條
調
書
』
内
々
編
上
巻
六
「
公
事
吟
味
銘
々
宅
ニ
而
仕
候
部(55
)」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

少
し
長
文
で
は
あ
る
が
煩
を
厭
わ
ず
全
文
引
用
す
る
。

〔
史
料
10
〕

「
一

御
差
図
之
日
限
刻
限
罷
出
、
訴
所
ヘ
相
届
候
間
、
難
願
ニ
候
得
は
、
難
御
取
上
旨
ニ
而
、
訴
状
御
返
し
之
事
も
有
之
、
又
ハ

疵
付
出
入
杯
ハ
、
相
手
方
被
召
出
候
ニ
手
当
も
有
之
事
故
、
御
裏
書
ニ
不
及
事
も
有
之
、
右
ハ
模
様
ニ
寄
候
儀
ニ
而
、
一
通
り

御
取
上
ニ
相
成
候
出
入
ハ
、
前
文
之
通
、
目
安
糺
之
上
御
裏
書
差
而
、
評
定
所
公
事
ハ
式
日
立
合
、
内
寄
合
公
事
ハ
御
内
寄
合

日
、
国
々
遠
近
差
日
公
事
之
有
無
ニ
而
日
限
御
定
、
訴
状
之
末
ニ
白
紙
継
足
有
之
候
間
、
其
白
紙
ニ
御
裏
書
、
御
名
前
御
認
、

御
懸
り
御
初
判
相
済
候
ハ
ヽ
、
御
名
之
上
月
日
、
諸
訴
訟
人
、
宿
之
も
の
訴
所
へ
御
呼
出
し
、
訴
状
御
裏
書
被
下
間
、
順
々
御

加
印
取
揃
候
上
、
宿
屋
同
道
ニ
而
持
参
致
候
様
御
申
渡
、
訴
状
御
渡
候
由
、
御
裏
書
御
文
言
、
御
評
定
所
公
事
、
御
内
寄
合
公

事
、
御
手
限
、
七
日
裏
書
、
金
公
事
等
振
合
有
之
、
一
通
り
之
出
入
、
御
裏
書
御
名
前
、
表
之
段
へ
不
懸
様
、
大
ぶ
り
ニ
左
之

通
、
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如
斯
訴
状
差
上
候
間
、
致
返
答
書
、
来
何
何
月
幾
日
評
定
所
江
差
出
、
可
対
決
、
若
於
不
参
者
、
可
為
曲
事
者
也
、

何

誰

何
月
幾
日

誰誰誰誰誰誰誰

何
州
何
郡
何
村

誰

右
村
五
人
組

組
頭

年
寄

名
主
」

〔
史
料
10
〕
は
公
事
出
入
の
手
続
を
順
を
追
っ
て
記
し
た
長
大
な
記
録
の
中
の
一
カ
条
で
あ
る
。〔
史
料
10
〕
に
よ
れ
ば
、
普
通
に

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
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（
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受
理
さ
れ
る
出
入
（「
一
通
り
御
取
上
ニ
相
成
候
出
入
」）
は
、
目
安
糺
（
訴
状
審
査
）
の
う
え
目
安
に
裏
書
が
与
え
ら
れ
る
が
、
疵
付
出
入

な
ど
は
、
相
手
を
召
喚
す
る
場
合
に
身
柄
を
拘
束
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
（「
手
当
も
有
之
事
故
」）、
目
安
に
裏
書
が
さ
れ
な
い
こ
と
も

あ
る
。
普
通
に
受
理
さ
れ
る
出
入
で
は
出
入
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
、
必
ず
し
も
普
通
に
受
理
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
疵
付
出
入
な
ど
で

は
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。〔
史
料
10
〕
か
ら
も
〔
史
料
⚙
〕
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
こ
と
が
分
か

る
。『

百
箇
條
調
書
』
で
は
、〔
史
料
10
〕
の
部
分
に
続
け
て
、
出
入
筋
の
手
続
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
裏
書
下
付
、
加
印
（
裏

判
）
取
得
、
訴
状
送
達
、
返
答
書
作
成
、
双
方
評
定
所
へ
出
頭
、
返
答
書
差
出
、
一
通
り
吟
味
、
留
役
糺
、
双
方
申
口
相
決
、
留
役
に

よ
る
吟
味
伺
書
下
書
・
口
書
作
成
、
担
当
奉
行
へ
提
出
、
吟
味
伺
書
下
書
・
口
書
の
評
定
所
一
座
に
よ
る
点
検
・
修
正
、
留
役
に
よ
る

口
書
印
形
申
付
、
奉
行
に
よ
る
口
書
確
認
、
老
中
へ
伺
書
進
達
、
老
中
よ
り
下
知
、
式
日
立
会
裁
許
申
渡
、
請
印
被
仰
付
、
裏
判
消
し

等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
出
入
筋
の
手
続
の
記
述
の
あ
と
に
続
け
て
『
百
箇
條
調
書
』
で
は
、「
吟
味
も
の
手
続
」
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
吟
味

も
の
手
続
」
で
は
、
❟
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
に
も
と
づ
く
場
合
と
、
➈
奉
行
所
吟
味
願
に
も
と
づ
く
場
合
の
二
通
り
の
パ
タ
ー
ン
を

素
材
と
し
て
、「
吟
味
も
の
」
の
手
続
を
述
べ
て
い
る
。
❟
に
つ
い
て
は
、
目
安
を
以
て
奉
行
所
に
出
訴
、
相
手
方
の
領
主
地
頭
へ

「
差
紙
」
あ
る
い
は
「
手
当
呼
出
」
に
よ
る
被
疑
者
召
喚
の
通
知
（
召
喚
命
令
）、
➈
に
つ
い
て
は
、
老
中
よ
り
領
主
地
頭
に
対
し
奉
行

所
吟
味
願
の
審
理
担
当
奉
行
名
を
通
知
、
老
中
よ
り
奉
行
所
吟
味
願
を
担
当
奉
行
に
下
付
、
双
方
の
領
主
へ
召
喚
者
の
通
知
、
召
喚
者

引
渡
、
召
喚
者
一
同
白
洲
に
て
留
役
糺
、
仮
口
書
作
成
、
担
当
奉
行
に
よ
る
「
一
通
り
糺
」、
吟
味
中
入
牢
・
預
等
申
渡
、
牢
問
、
入

牢
も
の
取
扱
、
溜
預
、
留
役
に
よ
る
口
書
印
形
申
付
、
担
当
奉
行
に
よ
る
口
書
確
認
、
一
件
落
着
伺
書
・
御
仕
置
附
等
に
つ
き
同
役
へ

一
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相
談
書
回
付
、
老
中
へ
上
記
伺
書
・
御
仕
置
附
等
進
達
、
老
中
よ
り
下
知
書
、
関
係
役
人
呼
出
、
判
決
申
渡
、
請
証
文
申
付
、
老
中
へ

御
届
書
進
達
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
学
説
が
言
う
吟
味
筋
の
手
続
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

❟
は
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
に
も
と
づ
き
吟
味
筋
で
扱
わ
れ
た
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
❟
の
手
続
が
召
喚

者
の
通
知
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
召
喚
後
の
手
続
は
➈
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ

れ
る
。

『
百
箇
條
調
書
』
に
見
ら
れ
る
以
上
の
記
述
内
容
か
ら
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
両
手
続
の
違
い
の
一
端
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
に
は
、

「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
に
も
と
づ
き
吟
味
筋
の
手
続
で
取
扱
わ
れ
た
吟
味
物
を
、
出
入
筋
の
対
象
で
あ
る
出
入
物
と
一
緒
に
し
て
、
広

義
の
「
出
入
も
の
」
と
と
ら
え
る
考
え
方
は
見
ら
れ
な
い
。

三

石
井
良
助
氏
は
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
の
区
別
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
上
記
し
た
よ
う
な
本
公
事
や
金
公
事
の
訴
訟
を
扱
う
の
が
出
入
筋
で
す
。
そ
の
大
部
分
は
公
事
訴
訟
で
す
が
、
刑
事
事
件
に
属
す

る
よ
う
な
も
の
が
出
入
筋
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
吟
味
筋
と
出
入
筋
の
区
別
は
、
訴
の
目
的
に
よ
る
区

別
と
い
う
よ
り
か
、
手
続
そ
の
も
の
の
区
別
と
い
っ
た
方
が
適
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す(56
)」

吟
味
筋
と
出
入
筋
の
区
別
は
、「
訴
え
の
目
的
に
よ
る
区
別
」
と
い
う
よ
り
は
「
手
続
そ
の
も
の
の
区
別
」
で
あ
る
と
す
る
石
井
氏

の
見
解
は
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
で
は
、
な
ぜ
裁
判
上
で
の
事
件
の
処
理
を
手
続
で
区
別
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
説
明

が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
、「
紛
争
の
差
別
化
」
と
「
手
続
の
差
別
化
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る

江
戸
幕
府
評
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裁
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こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
出
入
筋
は
当
事
者
の
解
決
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
、
で
き
れ
ば
そ
の
方
が
ベ

タ
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
案
件
に
つ
い
て
と
ら
れ
る
手
続
で
あ
り
、
吟
味
筋
は
「
御
法
度
筋
ニ
拘
」
る
も
の
で
あ
り
（〔
史
料
⚙
〕）、
当

事
者
の
解
決
に
委
ね
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
案
件
に
つ
い
て
と
ら
れ
る
手
続
で
あ
る
と
言
え
よ
う(57
)。
出
入
筋
の
案
件
は
当
事
者
の
解

決
に
委
ね
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
現
実
化
し
て
い
な
い
た
め
、
当
局
は
一
応
受
理
し
て
裁
定
を
試
み
る
が
、
で
き

れ
ば
当
事
者
で
の
解
決
を
終
始
望
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
結
審
（
口
書
作
成
）
ま
で
は
訴
訟
の
ど
の
段
階
で
も

熟
談
内
済
に
よ
る
済
口
聞
届
が
で
き
る
よ
う
な
手
続
―
―
可
罰
的
な
要
素
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
場
合
は
熟
談
内
済
に
よ
る
吟
味
下
げ
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
な
手
続
―
―
の
あ
り
方
を
、
出
入
筋
は
採
用
し
て
い
る(58
)。
こ
れ
に
対
し
吟
味
筋
は
、
紛
争
解
決
を
当
事
者
に
委
ね
る

の
で
は
な
く
、
公
権
力
と
し
て
断
固
た
る
措
置
を
と
る
―
―
刑
事
的
制
裁
を
伴
っ
て
で
も
―
―
も
の
で
あ
る
が
、
紛
争
の
性
格
に
よ
っ

て
は
、
当
事
者
で
の
解
決
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
そ
れ
を
拒
ま
な
か
っ
た(59
)（

吟
味
下
）。
出
入
筋
と
吟
味
筋
と
は
、
こ
う
し
た
事
案

の
性
格
の
違
い
に
も
と
づ
き
と
ら
れ
た
手
続
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う(60
)。「
紛
争
の
差
別
化
」
に
よ
る
「
手
続
の
差
別
化
」
と
言
っ
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
出
入
筋
、
吟
味
筋
の
区
別
は
「
手
続
の
進
行
が
職
権
的
に
推
進
さ
れ
る
か
、
私
人
の
意
思
で
左
右
で
き
る
か
に
基

づ
い
て
い
る(61
)」、
と
い
う
平
松
義
郎
氏
の
指
摘
は
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
犯
人
と
思
わ
れ
る
者
を
相
手
ど
っ
て
目
安
で
訴
え
出
た
場
合
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃

厚
な
事
案
に
つ
い
て
は
身
柄
拘
束
・
江
戸
送
致
、
召
喚
状
と
い
う
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
の
に
対
し
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は

思
わ
れ
な
い
事
案
に
つ
い
て
は
出
入
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
が
よ
く
分
か
る
。
前
者
は
内
済
を
認
め
ぬ
が
、
後
者
は
当
事

者
間
で
和
解
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る(62
)。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
こ
で
も
出
入
筋
で
扱
う
出
入
物
と
吟
味
筋
で
扱
う
吟
味
物
と
の
違
い
が
き
わ
立
ち
、
両
者
を
込
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み
に
し
て
新
た
に
広
義
の
「
出
入
も
の
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

そ
う
す
る
こ
と
の
実
益
も
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。

四

出
入
筋
、
吟
味
筋
は
、
裁
判
手
続
を
表
わ
す
用
語
と
し
て
石
井
良
助
氏
が
初
め
て
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
平
松
義
郎
氏
も
そ
れ

を
継
承
し
た
。
し
か
し
、
両
氏
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
幕
府
の
裁
判
手
続
が
出
入
筋
、
吟
味
筋
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料

を
提
示
し
な
か
っ
た
。『
公
事
方
御
定
書
』
に
も
そ
の
よ
う
な
条
文
は
な
い
。
出
入
筋
、
吟
味
筋
は
、
平
松
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
定
義
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
（
第
二
節
二
参
照
）。「
定
義
」
は
分
析
の
た
め
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
分
析
概
念
は
、
そ

れ
を
用
い
て
現
実
を
ど
れ
ほ
ど
有
効
に
分
析
で
き
る
か
に
よ
り
、
そ
の
有
用
性
が
判
定
さ
れ
る(63
)。
石
井
氏
、
平
松
氏
は
、
先
人
の
研
究

を
踏
ま
え
つ
つ
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
て
、
江
戸
幕
府
の
裁
判
手
続
像
を
見
事
に
描
き
出
し
た
。
両
氏
に
よ
れ

ば
、
出
入
筋
の
対
象
た
る
出
入
物
と
吟
味
筋
の
対
象
た
る
出
入
物
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
節
第
一
項
で
述
べ
た
、
従
来
の
出
入
物
と
吟
味
物
の
双
方
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
上
位
概
念
と
し
て
の
広
義
の
「
出

入
も
の
」
概
念
を
想
定
し
た
場
合
、
本
項
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
分
析
概
念
と
し
て
の
有
効
性
を
い
ま
ひ
と
つ
確

認
で
き
な
か
っ
た
。

「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
は
、「
出
入
物
」
を
、
従
来
の
学
説
が
唱
え
る
「
出
入
物
」
と
理
解
す
る
限
り
、
成
り
立
た
な
く
な
る

こ
と
は
第
三
節
で
述
べ
た
。
従
来
の
「
出
入
物
」
で
は
な
く
、
上
位
概
念
と
し
て
の
広
義
の
「
出
入
も
の
」
概
念
を
想
定
し
て
も
、
そ

の
説
を
支
持
し
得
る
確
証
を
得
ら
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
広
義
の
「
出
入
も
の
」
概
念
の
有
効
性
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
従
来
の
出
入
物
、
吟
味
物
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
概
念
を
用
い
て
論
じ
て
き
た
。

五

そ
れ
で
は
、
従
来
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
概
念
を
前
提
に
し
た
場
合
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
「
二
面
構
造
の
刑
事
裁
判
」

江
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と
、
出
入
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
た
「
三
面
構
造
の
民
事
訴
訟
的
な
裁
判
」
が
、
一
つ
の
裁
判
（
評
定
所
公
事
）
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た

「
混
合
型
裁
判
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
吟
味
筋
と
出
入
筋
と
い
う
異
な
る
手
続
が
一
つ
の
裁
判
に
お
い
て

水
と
油
の
よ
う
に
非
融
和
的
に
作
用
し
、
裁
判
の
阻
害
要
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

㈠

ま
ず
第
一
に
、
法
廷
で
の
審
理
（
吟
味
）
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
段
階
で
あ
る
。
評
定
所
公
事
は
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
を
問
わ

ず
、
い
ず
れ
も
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
目
安
懸
り
の
出
訴
）
を
前
提
に
し
て
お
り
、
出
訴
後
の
目
安
糺
（
訴
状
審
査
）
に
よ
り
出
入
筋
と

吟
味
筋
に
分
か
れ
て
い
く
。
分
か
れ
た
後
の
手
続
の
違
い
は
『
百
箇
條
調
書
』
を
手
掛
り
に
し
て
上
述
し
た
。
そ
の
違
い
は
、
吟
味
筋

で
は
、
身
柄
拘
束
・
江
戸
送
致
、
担
当
奉
行
に
よ
る
「
一
通
り
糺
」
後
の
入
牢
申
付
と
い
う
逃
亡
防
止
の
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で
あ
っ
た
た
め
、
返
答
書
と
い
う
弁
明
書
の
提
出
は
求
め
な
か
っ
た
こ
と
、
審
理
開
始
前
に
事
件
の
概

要
を
把
握
し
て
お
く
た
め
、
評
定
所
留
役
に
よ
る
「
糺
」
と
仮
口
書
の
作
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
重
罪
犯
罪
の
嫌

疑
が
濃
厚
な
者
の
裁
判
を
確
実
に
進
め
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
出
入
筋
、
吟
味
筋
両
手
続
が
非
融
和
的
に
作
用
す
る

こ
と
は
な
い
。

㈡

第
二
は
審
理
の
段
階
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
混
合
型
裁
判
」
は
評
定
所
公
事
で
あ
り
、
評
定
所
公
事
は
、
出
入
筋
の
評
定
所
公

事
も
吟
味
筋
の
評
定
所
公
事
も
、
そ
の
審
理
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
当
事
者
一
同
が
法
廷
で
「
対
決
」
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

「
対
決
」
は
、
現
在
の
対
審
（
相
互
尋
問
）
と
は
異
な
り
、
平
松
氏
に
よ
れ
ば
、
出
入
筋
で
は
「
役
人
の
尋
問
に
代
る
代
る
答
え
る(64
)」
も

の
で
あ
っ
た
。
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
廷
で
の
尋
問
は
、「
奉
役
所
役
人
」
対
「
一
方
当
事
者
」
と
い
う
一
対
一
の
尋
問
で
あ

り
、
当
事
者
は
常
に
奉
行
所
役
人
の
尋
問
に
答
え
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た(65
)。〔
史
料
⚒
〕
に
示
さ
れ
た
吟
味
筋
の
評
定
所
公
事
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に
お
け
る
「
対
決
」
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
入
筋
の
審
理
も
、
糺
問
主
義
の
手
続
で
あ
る

吟
味
筋
の
審
理
も
、
い
ず
れ
も
「
糺
問
審
理(66
)」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
く
、
こ
の
意
味
で
は
出
入
筋
の
審
理
も
吟
味
筋
の
審
理
も
、
本

質
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た(67
)。
出
入
筋
の
裁
判
も
吟
味
筋
の
裁
判
と
同
様
に
、
職
権
主
義
的
な
裁
判
で
あ
っ
た(68
)。
吟
味
筋
の
審

理
も
、
訴
状
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
追
認
だ
け
で
事
実
認
定
が
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
出
入
筋
同
様
、
証
拠
証
言
等
に
よ
る
事

実
の
探
求
が
な
さ
れ
た(69
)。
牧
健
二
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
白
洲
に
於
け
る
吟
味
は
、
証
拠
資
料
の
調
査
・
訴
人
と
の
対
決
・
証
人

の
訊
問
等
」、
刑
事
裁
判
の
場
合
も
民
事
裁
判
の
場
合
も
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た(70
)と
言
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、「
混
合
型
裁
判
」

に
お
い
て
、
出
入
筋
と
吟
味
筋
と
い
う
異
な
る
手
続
で
召
喚
さ
れ
た
者
た
ち
が
、
同
じ
法
廷
で
同
時
に
審
理
さ
れ
る
こ
と
で
、
異
質
な

も
の
が
非
融
和
的
に
作
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、「
混
合
型
裁
判
」
は
一
個
の
刑
事
事

件
（
共
犯
事
件
）
に
関
す
る
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
訴
え
ら
れ
た
者
た
ち
を
、
た
と
え
異
な
る
手
続
で
召
喚
さ
れ
た
と
し
て

も
、「
一
同
」
に
吟
味
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
吟
味
筋
で
は
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
い
う
前
提
で
被
疑
者
を
召
喚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吟
味
に
お
け
る
犯
罪
事
実
の
認

定
に
は
自
白
の
追
求
が
行
わ
れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
り(71
)、
内
済
も
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
出
入
筋
の
手
続
で

出
廷
し
た
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
内
済
し
て
訴
え
を
取
り
下
げ
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
た
。

神
保
文
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
吟
味
筋
の
「
糺
問
主
義
的
」
な
側
面
と
出
入
筋
の
「
当
事
者
主
義
的
」
な
側
面
（
第
四
節
四
）
と
は
、
裁

判
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
両
側
面
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
側
面
を
有
す
る
「
混
合
型
裁
判
」
に
お
い
て
、

吟
味
筋
、
出
入
筋
と
い
う
異
な
る
手
続
で
召
喚
さ
れ
た
者
た
ち
に
は
、
一
同
に
よ
る
吟
味
に
よ
り
、
重
罰
、
軽
罰
、
内
済
（
吟
味
下
）

等
、
そ
れ
ぞ
れ
し
か
る
べ
き
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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第
三
項

出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
手
続
の
形
成

一

く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
私
人
が
他
者
を
相
手
ど
っ
て
目
安
を
呈
し
て
奉
行
所
に
訴
え
出
た
場
合
―
―
す
な
わ
ち
、

「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
目
安
懸
り
の
出
訴
）
が
行
な
わ
れ
た
場
合
―
―
、
目
安
に
奉
行
の
裏
判
が
与
え
ら
れ
、
訴
状
送
達
、
返
答
書
提

出
、
双
方
出
廷
・
対
決
等
の
措
置
が
と
ら
れ
る
も
の
が
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
出
入
筋
の
手
続
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
私
人
に
よ
る
出

訴
」
が
行
わ
れ
て
も
、
目
安
に
奉
行
の
裏
判
が
与
え
ら
れ
ず
、
身
柄
拘
束
・
江
戸
送
致
（「
手
当
呼
出
」）、
差
紙
に
よ
る
召
喚
等
の
措
置

が
と
ら
れ
る
も
の
が
吟
味
筋
の
手
続
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
吟
味
筋
は
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
な
い
場
合
で
も
と
ら
れ
た

手
続
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
述
し
た
（
第
二
節
二
参
照
）。

二

こ
の
よ
う
な
手
続
は
江
戸
時
代
の
い
つ
ご
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
中
田
薫
氏
は
、
慶

安
二
年
（
一
六
四
九
）
二
月
二
四
日
付
の
、
寺
社
奉
行
三
名
、
勘
定
頭
（
勘
定
奉
行
）
三
名
、
代
官
二
名
、
合
計
八
名
連
署
の
目
安
裏
書

を
紹
介
し
て
い
る(72
)。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
如
表
書
目
安
指
上
げ
候
、
内
々
に
て
可
相
済
義
に
候
は
ゞ
、
可
被
申
付
候
、
さ

な
く
候
者
、
双
方
証
人
証
拠
召
連
被
参
、
対
決
為
致
可
被
申
候
、
油
断
有
間
敷
候
、
以
上
」。
こ
の
裏
書
に
は
、
内
済
を
命
じ
、
内
済

不
調
の
場
合
は
法
廷
で
対
決
を
命
じ
る
と
い
う
、
後
世
の
金
公
事
の
目
安
裏
書
文
言(73
)と
同
旨
の
文
言
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
に

は
既
に
後
世
の
出
入
筋
類
似
の
手
続
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い(74
)。
一
七
世
紀
中
葉
に
、
土
佐
藩
、
宇
和
島
藩
の
住
民

の
間
で
山
野
河
海
の
利
用
を
め
ぐ
り
争
わ
れ
た
沖
の
島
争
論
で
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
二
月
八
日
に
幕
府
奉
行
所
に
目
安
提
出
、

同
八
月
十
二
日
に
裏
判
下
付
、
同
九
月
十
八
日
に
返
答
書
提
出
、
そ
の
後
、
評
定
所
に
お
け
る
六
回
の
公
事
合
の
の
ち
、
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
五
月
十
二
日
に
裁
許
状
が
下
付
さ
れ
た(75
)。
こ
こ
に
は
、
従
来
の
学
説
が
出
入
筋
と
呼
ん
で
き
た
手
続
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
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う
な
手
続
の
あ
り
方
が
う
か
が
わ
れ
る
。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
伊
勢
神
宮
外
宮
師
職
と
内
宮
師
職
と
の
間
の
旦
那
所
を
め
ぐ
る

争
論(76
)で
も
、
目
安
・
返
答
書
の
提
出
、
評
定
所
で
の
対
決
、
評
定
所
に
て
判
決
（
下
知
）
申
渡
、
下
知
状
下
付
と
い
う
、
出
入
筋
の
手

続
を
思
わ
せ
る
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
形
跡
は
江
戸
時
代
前
期
の
幕
府
判
例
集
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
七
月
六
日

の
判
例(77
)に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
11
〕

「

天
和
二
年
戌
年
七
月
六
日

九
人

権
兵
衛
、
文
左
衛
門
、
六
左
衛
門
、
弥
五
兵
衛
、

新
左
衛
門
、
次
兵
衛
、
加
兵
衛
、
兵
右
衛
門
、
四
郎
兵
衛

右
ハ
、
辻
忠
兵
衛
知
行
所
相
州
千
村
之
者
、
此
者
共
連
判
ニ
て
、
同
国
大
月
村
小
平
次
方
よ
り
金
六
拾
両
預
り
、
返
弁
遅
滞

仕
候
に
付
、
小
平
次
訴
訟
申
ニ
付
、
目
安
ニ
裏
判
出
シ
、
召
寄
候
処
、
不
参
候
付
、
其
以
後
両
度
迄
差
紙
遣
候
へ
共
、
違
背

申
ニ
付
、
地
頭
忠
兵
衛
方
え
申
遣
、
今
日
召
出
シ
、
穿
鑿
之
上
、
重
々
不
届
成
ル
故
、
評
定
所
よ
り
籠
舎
、

右
之
内
、
権
兵
衛
、
六
左
衛
門
、
文
右
衛

（
マ
マ
）

門
、
四
郎
兵
衛
、
加
兵
衛
、
弥
五
兵
衛
、
次
兵
衛
、
戌
七
月
十
二
日
赦
免
、
兵
右
衛

門
、
新
左
衛
門
、
戌
七
月
十
日
牢
死
」

〔
史
料
11
〕
に
よ
れ
ば
、
辻
忠
兵
衛
知
行
所
相
州
千
村
の
権
兵
衛
ほ
か
八
名
の
者
が
、
連
判
で
、
同
国
大
月
村
の
小
平
次
よ
り
金
子

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）

一
七
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六
十
両
を
預
り
、
返
済
が
遅
滞
し
た
た
め
、
小
平
次
が
奉
行
所
に
訴
え
出
た
と
こ
ろ
、
奉
行
は
目
安
に
裏
判
を
下
付
し
、
権
兵
衛
ら
相

手
方
を
召
喚
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
目
安
裏
判
に
つ
い
て
は
、
既
に
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
十
月
二
五
日
の
判
例
の
中
に
も

見
ら
れ
る
が(78
)、
奉
行
所
は
、
こ
の
奉
行
の
裏
判
の
あ
る
目
安
を
、
訴
訟
人
よ
り
相
手
方
に
送
達
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
御
仕
置

裁
許
帳
』
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
十
二
月
十
四
日
の
判
例(79
)に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
12
〕

「

延
宝
七
未
十
二
月
十
四
日

壱
人

市
兵
衛

是
ハ
浅
草
新
寺
町
最
勝
寺
門
前
之
者
、
本
所
喜
兵
衛
町
与
左
衛
門
店
長
兵
衛
と
申
者
、
脇
差
之
出
入
有
之
、
長

兵
衛
訴
訟
ニ
出
候
間
、
目
安
ニ
裏
判
を
加
、
此
者
方
え
為
取
候
処
、
金
子
を
以
内
證
ニ
て
取
扱
、
右
之
出
入
ハ
相
済
候
、
然

処
、
其
目
安
を
此
者
方
ニ
て
紛
失
致
さ
せ
候
ニ
付
、
為
〔
過
〕
失
、
評
定
所
よ
り
上
り
屋
ニ
入
、

右
之
者
、
未
十
二
月
廿
二
日
赦
免
」

〔
史
料
12
〕
に
よ
れ
ば
、
浅
草
新
寺
町
最
勝
寺
門
前
の
市
兵
衛
と
、
本
所
喜
兵
衛
町
与
左
衛
門
店
の
長
兵
衛
と
が
、
脇
差
の
こ
と
で

出
入
と
な
り
、
長
兵
衛
が
奉
行
所
へ
訴
え
出
た
と
こ
ろ
、
奉
行
は
目
安
に
裏
判
を
下
付
し
、「
此
者
方
え
為
取
候
」
と
あ
る
。
相
手
市

兵
衛
の
と
こ
ろ
へ
訴
訟
人
長
兵
衛
に
持
参
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
七
月
六
日
の
判
例(80
)

に
も
、
預
金
に
つ
き
、「
返
弁
遅
滞
仕
候
付
、
民
部
（
訴
訟
人
―
大
平
註
）
訴
訟
申
候
、
目
安
ニ
裏
判
出
シ
、
先
月
十
二
日
差
遣
候
」
と

あ
る
の
も
、
訴
訟
人
に
奉
行
の
裏
判
あ
る
目
安
を
相
手
方
に
届
け
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う(81
)。
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こ
の
種
の
紛
争
が
「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、〔
史
料
12
〕
に
、「
脇
差
之
出
入
」、「
右
之
出
入
ハ
相
済
候
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。〔
史
料
11
〕
も
〔
史
料
12
〕
も
、
訴
訟
人
が
目
安
で
相
手
を
奉
行
所
に
訴
え
出
て
奉
行
の
裏
判
を
得
て
い
る(82
)。

そ
の
結
果
、
訴
訟
当
事
者
は
法
廷
に
呼
出
さ
れ
僉
議
（
詮
議
）
さ
れ
た
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
六
月
十
八
日
の

判
例(83
)に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
13
〕

「

元
禄
四
年
未
六
月
十
八
日

壱
人

安
兵
衛

是
ハ
通
旅
籠
町
庄
左
衛
門
店
之
者
、
此
者
儀
、
大
伝
馬
町
壱
丁
め
七
郎
兵
衛
方
よ
り
代
金
拾
六
両
弐
分
余
之
太

物
買
懸
り
、
滞
候
ニ
付
、
七
郎
兵
衛
訴
訟
申
、
去
七
月
九
日
双
方
召
出
シ
、
僉
議
之
上
、
日
切
証
文
申
付
置
候
、
右
之
内
金

弐
両
弐
歩
相
済
、
段
々
日
延
申
付
候
処
、
に
今
不
相
済
候
由
ニ
て
、
又
候
七
郎
兵
衛
訴
訟
申
ニ
付
、
今
日
召
寄
、
穿
鑿
之
処
、

此
者
申
候
ハ
、
七
郎
兵
衛
手
代
五
郎
八
方
え
、
巳
極
月
晦
日
金
十
四
両
三
歩
五
百
文
相
済
シ
、
請
取
手
形
有
之
由
ニ
て
、
差

出
シ
候
、
手
形
有
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
去
年
可
差
出
候
処
ニ
、
至
只
今
ニ
差
出
候
段
不
審
ニ
候
、
手
代
五
郎
八
申
候
ハ
、
此
者

同
宿
三
郎
右
衛
門
方
え
、
卯
極
月
晦
日
請
取
手
形
遣
候
由
申
候
、
遂
吟
味
候
処
、
右
之
手
形
安
兵
衛
と
宛
所
并
エ
ト
ノ
巳
ノ

字
書
入
ニ
相
見
え
、
其
上
、
巳
極
月
小
月
之
月
ニ
て
有
之
候
処
、
卅
日
と
有
之
候
ヘ
ハ
、
此
儀
も
難
立
候
、
拾
四
両
三
歩
五

百
文
と
内
な
し
、
弐
両
弐
分
を
相
済
候
ヘ
ハ
、
買
懸
り
之
金
高
よ
り
過
ニ
罷
成
候
、
然
は
三
郎
右
衛
門
方
え
取
置
候
拾
四
両

之
手
形
を
取
出
シ
、
此
度
差
出
し
、
不
届
ニ
付
、
牢
舎
、

右
之
者
、
未
閏
八
月
二
五
日
死
罪
」

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
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大
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〔
史
料
13
〕
に
よ
れ
ば
、
通
旅
籠
町
庄
左
衛
門
店
の
安
兵
衛
が
、
大
伝
馬
町
壱
丁
目
七
郎
兵
衛
方
よ
り
の
太
物
（
綿
、
麻
の
織
物
）

買
掛
金
の
支
払
が
滞
っ
た
た
め
、
七
郎
兵
衛
が
奉
行
所
に
提
訴
し
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
七
月
九
日
、〔
奉
行
所
は
〕
双
方
を
召
喚

し
、
僉
議
の
う
え
〔
安
兵
衛
に
〕
日
限
証
文
を
申
し
付
け
、
指
定
の
期
限
ま
で
の
支
払
を
促
し
た
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）
三
月
一
四
日
の
判
例(84
)に
も
、
預
金
で
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、「
双
方
召
出
、
詮
議
之
上
、
十
二
月
中
ニ
相
済
候
様
ニ
と
証
文

申
付
候
」
と
あ
る
。
裏
判
消
し
の
手
続
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、『
御
裁
許
留

中
』
十
四
「
似
セ
手
形
謀
判
」
中
の
元
禄
五
年
正

月
十
四
日
の
判
例(85
)に
、「
何
某
が
過
去
の
訴
訟
で
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
を
得
た
が
、
書
き
落
し
が
あ
っ
た
の
で
、
訴
状
の
口
を
切
り

継
い
で
書
き
加
え
る
と
い
う
細
工
を
し
た
」
と
い
う
関
係
者
の
証
言
が
あ
っ
た
の
で
、
役
人
が
評
定
所
に
保
管
し
て
い
た
裏
判
消
し
の

さ
れ
た
訴
状
を
点
検
し
た
と
こ
ろ
、〔
証
言
通
り
〕
切
り
継
ぎ
を
し
た
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
（「
右
之
訴
状
裏
判
消
評
定
所
ニ
有
之
付
、

令
点
検
候
処
、
切
継
所
明
白
ニ
候
」）、
と
あ
る
。『
於
評
定
所
詮
議
者
留
書(86
)』
所
収
の
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
判
例
に
も
裏
判
消
し
の

記
述
が
あ
る(87
)。

こ
う
し
て
見
る
と
、
目
安
提
出
、
裏
判
（
裏
書
）
下
付
、
目
安
の
送
達
、
返
答
書
提
出
、
双
方
出
廷
・
公
事
合
（
詮
議
）、
裏
判
消
し

と
い
う
、
の
ち
の
出
入
筋
に
近
い
手
続
が
、
既
に
明
暦
、
寛
文
、
天
和
、
元
禄
と
い
う
一
七
世
紀
後
半
頃
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

三

そ
れ
で
は
、
今
日
吟
味
筋
と
呼
ん
で
い
る
手
続
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
は
刑
事
事
件
の
判
例

が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
若
干
を
例
示
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
師
匠
を
切
り
付
け
逃
走
中
の
者
を
請
人
が
捕

え
、
裁
判
に
な
っ
た
も
の(88
)、
殺
人
犯
が
被
害
者
側
の
者
に
評
定
所
へ
連
行
さ
れ
裁
判
に
な
っ
た
も
の(89
)、
傷
害
事
件
を
所
の
者
（
町
内
の

者
）
が
訴
え
、
検
使
派
遣
の
う
え
裁
判
と
な
っ
た
も
の(90
)、
口
論
の
上
、
弟
よ
り
打
擲
（
暴
行
）
を
受
け
た
姉
が
訴
え
出
、
検
使
派
遣
の
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う
え
裁
判
と
な
っ
た
も
の(91
)、
夫
と
姑
と
の
密
通
を
妻
が
訴
え
て
裁
判
と
な
っ
た
も
の(92
)、
主
人
に
手
向
っ
た
者
を
捕
え
、
主
人
よ
り
請
人

に
渡
し
置
い
て
訴
え
出
た
の
で
、
双
方
が
呼
び
出
さ
れ
て
裁
判
と
な
っ
た
も
の(93
)、
盗
み
出
し
た
榑
木
を
買
い
取
っ
た
者
に
つ
い
て
通
報

が
あ
っ
た
の
で
、
呼
び
出
し
て
裁
判
と
な
っ
た
も
の(94
)、
地
頭
を
訴
え
る
偽
り
の
訴
状
を
忰
に
持
た
せ
て
大
目
付
に
提
出
さ
せ
、
召
喚
・

牢
舎
の
う
え
評
定
所
で
裁
判
と
な
っ
た
も
の(95
)、
何
某
が
下
女
を
殺
し
た
と
家
主
が
訴
え
出
、
検
使
派
遣
の
う
え
裁
判
と
な
っ
た
も
の(96
)、

何
某
ら
が
十
一
年
前
、
山
伏
を
打
擲
・
殺
害
し
た
と
牢
内
の
者
が
訴
え
た
の
で
、
そ
の
者
を
出
牢
さ
せ
、
犯
人
た
ち
を
捕
え
て
連
行
さ

せ
裁
判
と
な
っ
た
も
の(97
)等
々
、
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
な
か
で
「
訴
え
出
」、「
訴
え
て
」、「
訴
え
た
」
と
紹

介
し
た
も
の
は
、
原
文
に
は
「
訴
来
り
」、「
訴
訟
申
出
」、「
訴
人
仕
」、「
訴
候
」
等
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
局
へ
の
通
報
あ
る
い
は
告

訴
告
発
に
近
い
意
味
合
い
と
言
え
よ
う
。
通
報
あ
る
い
は
告
訴
告
発
に
も
と
づ
き
検
使
を
派
遣
し
て
被
疑
者
を
召
喚
し
、
あ
る
い
は
検

使
が
不
要
の
場
合
で
も
、
お
そ
ら
く
は
役
人
が
犯
人
を
連
行
し
た
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
被
害
者
側
が
犯
人
を
連
行
し
て
来
た

り
、
請
人
が
犯
人
を
捕
え
て
来
た
り
、
牢
内
の
者
が
派
遣
さ
れ
て
犯
人
を
捕
え
、
連
行
し
て
来
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
本
項
二
で
紹
介
し
た
、
目
安
提
出
、
奉
行
に
よ
る
裏
判
下
付
、
目
安
の
送
達
、
返
答
書
提
出
、
双
方
出

廷
・
公
事
合
（
詮
議
）、
裏
判
消
し
と
い
っ
た
手
続
と
は
少
し
異
な
る
手
続
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
と
ら
れ
て

い
る
初
期
の
手
続
が
、
今
日
、
吟
味
筋
と
呼
ば
れ
て
い
る
手
続
の
源
流
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
は
、
本
項
二
で
見
た

出
入
筋
に
近
い
手
続
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
で
あ
り
、
本
項
二
で
見
た
出
入
筋
的
な

手
続
の
よ
う
に
、
目
安
で
相
手
を
訴
え
、
返
答
書
を
提
出
さ
せ
る
と
い
う
手
続
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
出
入
筋
的
な
手

続
と
吟
味
筋
的
な
手
続
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
併
存
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

四

問
題
は
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
目
安
懸
り
の
出
訴
）
が
な
さ
れ
た
場
合
の
刑
事
事
件
の
取
扱
い
で
あ
る
。「
私
人
に
よ
る
出

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）

二
一
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訴
」
が
行
わ
れ
る
事
例
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
本
稿
に
お
い
て
問
題
と
す
べ
き
は
、
被
疑
者
を
相
手
取
っ
て
目
安
で
訴
え
出
る
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
、
初
期
の
出
入
筋
的
な
手
続
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
出
入

筋
・
吟
味
筋
な
る
手
続
の
形
成
の
問
題
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
目
安
で
被
疑
者
を
相
手
ど
っ
て

訴
え
出
た
場
合
は
す
べ
て
出
入
筋
的
な
手
続
で
処
理
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
目
安
裏
判
を
下
付
し
、
相
手
に
返
答
書
を

提
出
さ
せ
る
等
の
措
置
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
目
安
に
裏
判
は
下
付
せ
ず
、
返
答
書
も
提
出
さ
せ
ず
、
重
罪
犯
と
思
わ

れ
る
場
合
は
身
柄
拘
束
し
て
送
致
す
る
等
の
措
置
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
前
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
刑
事
事
件
で
加
害
者
を
相

手
ど
っ
て
目
安
で
訴
え
出
た
場
合
、
出
入
筋
的
な
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
後
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
刑
事
事
件
で
加
害
者
を

相
手
ど
っ
て
目
安
で
訴
え
出
た
場
合
、
吟
味
筋
的
な
手
続
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な
分
け
方
は
江
戸
時
代
後
期
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
こ
の
よ
う
に
明

確
に
手
続
が
分
化
さ
れ
形
成
さ
れ
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
不
明
確
さ
は
そ
の
後
も
続
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を

示
す
の
が
次
の
〔
史
料
14
〕
で
あ
る
。『
評
定
所
留
役
覚
書
』
二
十
二
「
裏
判
願
出
候
節
手
当
呼
出
之
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
14
〕

「
安
永
六
酉
年
八
月

都
而
目
安
裏
判
願
出
候
節
、
訴
訟
人
糺
之
上
、
文
段
は
き
と
無
之
候
と
も
、
疑
敷
相
聞
候
得
者
、
相
手
方
御
代
官
并
領
主
、
地

頭
家
来
江
手
当
申
付
、
初
判
差
出
候
も
有
之
候
得
共
、
地
頭
難
儀
筋
ニ
候
間
、
以
来
者
、
相
手
方
死
罪
ニ
も
可
成
科
、
訴
状
文

段
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
手
当
呼
出
ニ
い
た
し
、
是
迄
之
通
、
初
判
差
出
、
文
段
疑
敷
而
已
ニ
候
ハ
ヽ
、
手
当
ニ
不
及
、
初
判
差
出
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候
積
、
評
議
相
済
」

〔
史
料
14
〕
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
八
月
の
評
定
所
一
座
評
議
に
基
づ
く
決
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
私
人
に
よ
る
出

訴
」（
目
安
懸
り
の
出
訴
）
に
よ
り
、
私
人
が
目
安
に
奉
行
の
裏
判
を
願
い
出
て
き
た
場
合
、
訴
訟
人
を
糺
し
た
う
え
、〔
従
来
は
〕
目

安
の
文
面
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
も
、
相
手
が
疑
わ
し
い
と
思
っ
た
場
合
は
、
相
手
方
の
代
官
、
領
主
・
地
頭
の
家
来
へ
〔
相
手

の
〕
身
柄
拘
束
（「
手
当
」）
を
申
し
付
け
、
目
安
に
奉
行
の
初
判
を
与
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
地
頭
が
難
儀
す
る
の
で
、
今
後
は
、

提
出
さ
れ
た
訴
状
の
文
面
が
、
相
手
方
が
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で
死
罪
に
該
当
す
る
よ
う
な
重
罪
犯
罪
を
犯
し
た
と
思
わ
れ
る
文
面
で

あ
る
な
ら
ば
、
相
手
を
身
拘
束
し
て
江
戸
へ
送
致
（「
手
当
呼
出
」）
さ
せ
る
。
訴
状
に
は
従
来
通
り
初
判
を
与
え
る
。
し
か
し
、
訴
状

の
文
面
が
、〔
相
手
方
が
〕
疑
わ
し
い
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
身
柄
拘
束
に
は
及
ば
ず
、
訴
状
に
初
判
を
与
え
る
、
と

あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
従
来
は
目
安
（
訴
状
）
の
文
面
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
犯

罪
の
疑
い
だ
け
が
書
か
れ
て
い
て
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
事
案
に
つ
い
て
も
、
相
手
の
身
柄
拘
束
を
、
相
手
を
支
配
す

る
代
官
、
領
主
・
地
頭
の
家
来
に
命
じ
、
目
安
に
裏
判
を
与
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
身
柄
拘
束

（「
手
当
」）
は
命
じ
る
が
江
戸
送
致
（「
呼
出
」）
は
命
じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
身
柄
拘
束
・
江
戸
送
致
を
命
じ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
頭
書
に
「
手
当
呼
出
之
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、〔
史
料
14
〕
に
よ
れ
ば
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
あ
っ
た
場
合
、
従
来
は
、

❟
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
言
え
な
い
者
に
つ
い
て
、
身
柄
拘
束
・
江
戸
送
致
（「
手
当
呼
出
」）
し
、〔
目
安
に
〕
初
判
（
裏
判
）
を
下
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付
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
➈
重
罪
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
な
者
に
対
し
て
も
、
身
柄
拘
束
・
江
戸
送

致
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
手
当
呼
出
」
は
、
従
来
の
研
究
で
は
吟
味
筋
の
手
続
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
か

ら
す
れ
ば
、
❟
も
➈
も
吟
味
筋
の
手
続
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
❟
は
目
安
に
裏
判
を
下
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃

厚
で
は
な
い
事
案
で
あ
る
の
で
、
従
来
の
研
究
で
は
出
入
筋
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
❟
は
、
出
入

筋
、
吟
味
筋
両
方
の
手
続
が
入
り
混
じ
っ
た
手
続
で
そ
れ
ま
で
は
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
研

究
の
言
う
出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
手
続
は
、〔
史
料
14
〕
の
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
ま
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

〔
史
料
14
〕
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
❷
今
後
は
、
相
手
方
が
死
罪
に
も
な
る
よ
う
な
犯
罪
が
訴
状
に
書
か
れ
て
い
る
場

合
は
「
手
当
呼
出
」
と
し
、
従
来
通
り
、
目
安
に
初
判
（
裏
判
）
を
下
付
す
る
が
、
❳
訴
状
の
文
面
が
、〔
相
手
が
〕
疑
わ
し
い
と
い

う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、「
手
当
」
に
は
及
ば
ず
目
安
に
初
判
を
下
付
す
る
、
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
❷
の
「
手

当
呼
出
」
は
、
従
来
の
研
究
で
は
吟
味
筋
の
手
続
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
❷
に
は
、
従
来
通
り
の
目
安
に
裏
判

を
下
付
す
る
と
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
研
究
で
は
出
入
筋
の
手
続
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
❷
で
は
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
の
手
続

が
入
り
混
じ
っ
た
手
続
を
今
後
も
と
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
❳
は
従
来
の
研
究
で
言
わ
れ
た
出
入
筋
の
手
続
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
に
基
づ
く
事
案
に
つ
い
て
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
の
言
う
出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
手

続
は
、〔
史
料
14
〕
の
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
段
階
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
ず
、
ま
た
、
そ
れ
以
降
も
必
ず
し
も

明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
各
種
の
史
料
を
見
る
と
、
天
明
期
以
降
（
一
七
八
一
年
以
降
）
は
、「
手

当
呼
出
」
に
目
安
裏
判
を
下
付
し
た
事
例
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
両
手
続
の
分
離
が
進
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
上
記
安
永
六
年
八
月
の
評
定
所
評
議
が
改
革
案
を
示
す
ま
で
は
、
長
年
、
上
記
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
が
言
う
と
こ

ろ
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
両
手
続
の
入
り
混
じ
っ
た
混
合
状
態
が
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
両
手
続
は
そ
れ

ほ
ど
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
安
永
六
年
の
評
定
所
評
議
で
は
、
重
罪
犯
罪
の
嫌
疑
の
有
無
が
手
続
を

分
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
け
方
に
は
、
重
罪
犯
罪
の
処
理
は
当
事
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
な
い
と
い
う
、
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）『
公
事
方
御
定
書
』
第
一
五
条
の
内
済
禁
止
規
定(98
)に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
重
罪
犯
罪
の
内
済
禁
止
（
寛
保
二
年
、
一
七

四
二
）、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
「
手
当
呼
出
」
対
象
の
明
確
化
（
安
永
六
年
、
一
七
七
七
）、「
手
当
呼
出
」
の
場
合

の
目
安
裏
判
不
下
付
（
天
明
以
降
、
一
七
八
一
～
）
と
、
吟
味
筋
の
手
続
は
長
い
経
過
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
両
手
続
の
分
化
も
、
長
い
経
過
の
な
か
で
明
確
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

五

江
戸
時
代
の
ご
く
初
期
に
訴
訟
手
続
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
は
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
出
入
筋
的
な
手
続
が

比
較
的
早
く
か
ら
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
手
続
―
―
吟
味
筋
的
な
手
続
―
―
も
早
く
か
ら
存
在
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
両
手
続
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
が
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
に
よ
る
刑
事
事
件
の
取
扱
い

の
際
に
現
わ
れ
た
。
そ
の
取
扱
い
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
両
手
続
の
関
係
が
明
確
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
の
輪
郭
も
明
確

に
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。「
紛
争
の
差
別
化
」
に
よ
る
「
手
続
の
差
別
化
」
と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

第
四
項

残
さ
れ
た
課
題

本
稿
で
は
、「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
に
つ
い
て
上
記
の
よ
う
な
否
定
的
な
結
論
を
得
た
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
に
課
題
が
全
く
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な
い
わ
け
で
は
な
い
。
判
断
に
悩
む
一
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
八
月
二
一
日
初
対
決
の
「
強
婬
出

入
」
の
件
で
あ
る(99
)。『
評
定
所
留
役
覚
書
』
百
六
十
五
「
千
人
同
心
江
懸
候
本
公
事
手
当
も
の
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
15
〕

「
文
化
四
卯
年
八
月
廿
一
日
初
対
決

兵
庫
頭
懸

一
武
州
高
木
村
金
右
衛
門
、
相
手
同
村
千
人
同
心
宇
平
次
忰
宮
鍋
幸
右
衛
門
、
強
婬
出
入

是
者
、
一
座
演
説
之
上
、
裏
判
不
差
出
、
幸
右
衛
門
手
当
之
儀
、
御
鑓
奉
行
江
申
達
、
一
同
評
定
所
江
差
出
候
積
り
」

〔
史
料
15
〕
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、
武
州
高
木
村
の
金
右
衛
門
が
、
千
人
同
心
宇
平
次
忰
の
宮
鍋
幸
右
衛
門
を
相
手
取
っ
て
目
安
を

勘
定
奉
行
松
平
兵
庫
頭
（
信
行
）
に
提
出
し
た
強
婬
出
入
で
あ
る
。
松
平
兵
庫
頭
は
評
定
所
一
座
に
通
知
の
う
え
、
目
安
に
裏
判
は
与

え
ず
、
幸
右
衛
門
の
「
手
当
」（
身
柄
拘
束
）
を
鑓
奉
行
に
命
じ
、
訴
訟
人
、
相
手
方
一
同
を
評
定
所
へ
差
出
す
予
定
で
あ
っ
た
。
本
件

は
評
定
所
で
「
対
決
」
が
行
わ
れ
る
予
定
の
「
本
公
事
」
で
あ
っ
た
。「
公
事
」
は
「
出
入
筋
の
訴
訟
事
件(100
)」
で
あ
り
、「
本
公
事
」
は

「
金
公
事
以
外
の
出
入
物
の
総
称(101
)」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
石
井
良
助
氏
も
、「
強
婬
出
入
」
は
「
本
公
事
に
属
し
ま
す
」
と
述
べ

て
い
る(102
)。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
件
は
出
入
筋
の
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
勘
定
奉
行
は
目
安
裏
判
を

下
付
せ
ず
「
手
当
」
を
命
じ
て
お
り
、
吟
味
筋
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
こ
れ
が
出
入
筋

の
事
件
で
あ
る
と
す
る
と
、
従
来
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
概
念
に
つ
い
て
は
見
直
し
が
必
要
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま

で
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る
石
井
良
助
、
平
松
義
郎
氏
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
概
念
を
見
直
す
必
要
が
出
て
く
る
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よ
う
に
思
わ
れ
る
。
万
一
、
そ
う
な
る
と
、「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
の
評
価
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
こ
の
問
題
は
広
義

の
「
出
入
も
の
」
概
念
さ
ら
に
は
「
公
事
」
の
概
念
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
段
階
で
は
判
断
で
き
な
い
で
い

る
。
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

第
六
節

結
び
に
か
え
て

一

本
稿
で
は
、
江
戸
幕
府
の
最
高
裁
判
所
と
い
わ
れ
る
評
定
所
が
、
人
々
の
ど
の
よ
う
な
訴
え
を
取
り
上
げ
て
裁
判
し
て
い
た
の

か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
従
来
唱
え
ら
れ
て
き
た
「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
を
取
上
げ
、
批
判
的
に
検
討
し
て
み
た
。
こ
の
問
題

は
裁
判
手
続
の
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
、
従
来
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
裁
判
手
続
に
つ
い
て
改
め
て
検
討

し
て
み
た
。

出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
分
析
概
念
を
初
め
て
提
示
し
た
の
は
石
井
良
助
氏
で
あ
り
、
そ
の
内
包
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
た
の
が
平
松

義
郎
氏
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
両
氏
の
作
り
上
げ
た
こ
の
分
析
概
念
を
用
い
て
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
評
定
所
公
事
は
出
入

筋
で
扱
わ
れ
る
も
の
―
―
す
な
わ
ち
、
出
入
物
―
―
と
、
吟
味
筋
で
扱
わ
れ
る
も
の
―
―
す
な
わ
ち
吟
味
物
―
―
の
両
方
が
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
概
念
を
前
提
と
す
る
限
り
、「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
は
成
り
立
た

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
最
高
裁
判
所
と
い
わ
れ
る
評
定
所
は
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
出
入
物
、
吟
味

物
を
問
わ
ず
幅
広
く
裁
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
訴
訟
要
求
に
応
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

石
井
、
平
松
両
氏
を
含
め
て
日
本
法
史
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
多
く
の
研
究
者
が
、
な
ぜ
、
評
定
所
公
事
を
出
入
物
と
理
解

さ
れ
た
の
か
そ
の
理
由
は
定
か
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
の
根
拠
を
示
す
史
料
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
思
う
に
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
目
安
裏
判
を
下
付
さ
れ
、
出
入
物
と
し
て
奉
行
所
、
評
定
所
で
吟

味
さ
れ
た
案
件
の
み
な
ら
ず
、
目
安
裏
判
を
下
付
さ
れ
ず
吟
味
物
と
し
て
召
喚
さ
れ
、
奉
行
所
、
評
定
所
で
吟
味
さ
れ
た
案
件
も
、
い

ず
れ
も
「
出
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
、「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
を
生
み
出
す
背
景
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
評
定
所

公
事
を
「
出
入
物
」
で
は
な
く
「
出
入
」
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
十
分
成
り
立
つ
考
え
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
出
入
」
に

は
従
来
の
出
入
物
も
吟
味
物
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
出
入
」
を
「
出
入
も
の
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場

合
は
従
来
の
出
入
物
と
は
異
な
る
新
た
な
「
出
入
も
の
」
概
念
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
概
念
を
導

入
し
て
、
江
戸
幕
府
の
裁
判
制
度
を
仮
定
と
し
て
構
想
し
て
み
た
が
、
史
料
の
示
す
と
こ
ろ
は
そ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。

「
出
入
」
と
「
出
入
物
」
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
相
互
に
置
き
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
出
入
」
は
、
民
事
、
刑
事

を
問
わ
ず
、
相
手
の
あ
る
争
い
、
紛
争
の
意
で
あ
り
、「
出
入
物
」
は
そ
れ
が
裁
判
上
の
争
い
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
を
伴
う
概
念
で

あ
る
。
そ
の
評
価
と
は
、
❟
当
該
紛
争
が
当
事
者
に
よ
る
解
決
に
委
ね
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
「
吟
味
物
」
は
、
➈
原
則
と
し
て
当
該
紛
争
（
事
件
）
は
当
事
者
に
よ
る
解
決
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
評
価
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
⒜
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
事
案
に
つ
い
て
は
前
者
の
出
入
物
と
し

て
、
出
入
筋
の
手
続
で
扱
わ
れ
、
⒝
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
な
事
案
に
つ
い
て
は
後
者
の
吟
味
物
と
し
て
、
吟
味
筋
の
手
続
で
扱
わ
れ
た
。

こ
れ
は
「
紛
争
の
差
別
化
」
に
よ
る
「
手
続
の
差
別
化
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
別
化
が
江
戸
時
代
の
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
て
き

た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
一
定
の
年
数
を
か
け
な
が
ら
次
第
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
混
合
型
裁
判
」
は
共
犯
事
件
に
関
す
る
裁
判
で
あ
り
、
❟
⒜
の
側
面
と
➈
⒝
の
側
面
と
い
う
差
別
化
さ
れ
た
両
方
の
側
面
を
有
す

る
事
案
に
つ
い
て
の
裁
判
で
あ
っ
た
。
評
定
所
公
事
が
「
混
合
型
裁
判
」
の
形
を
と
る
場
合
は
吟
味
物
も
扱
う
こ
と
に
な
り
、「
評
定
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所
公
事
出
入
物
説
」
は
こ
こ
で
も
疑
問
符
が
付
く
こ
と
に
な
る
。「
混
合
型
裁
判
」
で
は
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
と
い
う
異
な
る
手
続
で

召
喚
さ
れ
た
者
た
ち
が
奉
行
所
、
評
定
所
で
審
理
（
吟
味
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
手
続
の
審
理
自
体
に
本
質
的
に
異
な
る
と
こ

ろ
が
な
か
っ
た
の
で
、「
一
同
」
に
審
理
す
る
こ
と
に
特
に
問
題
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、「
評
定
所
公
事
出
入
物
説
」
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
否
定
的
な
結
論
に
至
っ
た
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に

課
題
が
残
っ
た
。
今
後
も
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二

近
世
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
の
手
続
や
裁
判
は
、
近
代
以
降
ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
大
体
…
…
民
事
訴
訟

で
あ
る(103
)」
と
さ
れ
る
出
入
筋
に
つ
い
て
は
、「
明
治
初
年
の
民
事
裁
判
は
旧
幕
府
法
の
出
入
筋
の
手
続
に
よ
っ
た
」、「
明
治
五
（
一
八

七
二
）
年
司
法
職
務
定
制
の
聴
訟
（
民
事
訴
訟
）
手
続
も
、
出
入
筋
の
手
続
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
」
と
い
わ
れ
て
い
る(104
)。
刑
事
裁
判
手

続
で
あ
る
吟
味
筋
に
つ
い
て
は
、「
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
五
月
、
刑
部
省
は
獄
庭
規
則
を
定
め
、
刑
事
訴
訟
手
続
を
示
し
た
が
、
旧

幕
時
代
の
吟
味
筋
の
手
続
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た(105
)」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
近
世
の
出
入
筋
、
吟
味
筋
の
手
続
は
明
治
初
期
の

裁
判
、
法
制
、
規
則
の
な
か
に
受
け
つ
が
れ(106
)、
近
代
の
訴
訟
手
続
形
成
に
向
け
た
下
地
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
殺
人
、
傷
害
、
暴
行
、
強
姦
、
密
通
等
の
、
犯
罪
的
事
案
で
は
あ
る
が
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い

え
な
い
事
案
に
関
す
る
出
入
筋
の
裁
判
や
手
続
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
る
の
だ
ろ
う
か
。
石
井
良
助
氏
の
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、

出
入
筋
の
刑
事
裁
判
は
、「
吟
味
願
」
と
し
て
形
を
変
え
て
近
代
に
受
け
つ
が
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か(107
)。
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い(108
)。

近
世
日
本
の
裁
判
は
、
奉
行
に
よ
る
審
問
（「
一
通
り
吟
味
」、「
一
通
糺
」）
に
よ
り
正
式
の
吟
味
（
審
理
）
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な

る(109
)。
吟
味
は
職
権
的
に
進
め
ら
れ
た
が
、
出
入
筋
で
は
当
事
者
の
和
解
に
よ
り
内
済
、
吟
味
下
げ
が
認
め
ら
れ
た
。
吟
味
筋
で
は
原
則

と
し
て
内
済
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
事
案
の
性
格
に
よ
っ
て
は
和
解
に
よ
る
吟
味
下
げ
が
認
め
ら
れ
た
。
吟
味
筋
に
お
け
る
吟
味
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下
げ
は
「
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た(110
)」
も
の
で
は
な
く
、
広
汎
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た(111
)。
こ
う
し
て
み
る
と
、
出
入
筋
、
吟
味
筋

を
問
わ
ず
、
裁
判
機
関
に
よ
る
正
式
の
吟
味
が
開
始
さ
れ
た
の
ち
、
重
罪
事
件
は
別
と
し
て
、
当
事
者
の
和
解
に
よ
り
吟
味
の
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
得
る
と
い
う
の
が
、
近
世
日
本
の
裁
判
の
一
つ
の
特
徴
の
よ
う
に
思
え
る(112
)。

こ
の
よ
う
な
裁
判
の
あ
り
方
は
、
近
代
以
降
の
裁
判
に
ど
の
よ
う
に
受
け
つ
が
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、

私
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
い
う
性
格
上
、
処
分
権
主
義
に
も
と
づ
き
、
近
世
の
内
済
的
な
措
置
が
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
考
え

ら
れ
る(113
)。
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
検
事
制
度
の
創
設
、
取
調
と
公
判
の
分
離
後
、
近
世
の
吟
味
下
げ
的
な
措
置
は
ど
の
よ
う
な
道
を

た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
消
滅
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
近
世
的
吟
味
下
げ
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
は
消

滅
す
る
こ
と
な
く
、
近
代
以
降
も
刑
事
手
続
の
な
か
で
生
き
続
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か(114
)。
ま
た
、
可
罰
的
要
素
を
は
ら
む
出

入
筋
の
吟
味
下
げ
は
、
近
代
以
降
、
ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

註(50
)
大
平
・
註
(33
)「
手
続
の
選
択
」
参
照
。

(51
)
司
法
省
秘
書
課
編
『
裁
許
留
』
一
二
四
号
「
武
州
池
辺
村
市
郎
兵
衛
女
房
や
す
外
壱
人
、
相
手
同
村
新
左
衛
門
、
人
殺
出
入
」
は
吟
味
筋

の
手
続
が
と
ら
れ
た
吟
味
物
で
あ
る
が
（
大
平
・
註
(⚖
)「
評
定
所
公
事
」
参
照
）、
本
件
に
つ
き
老
中
に
提
出
し
た
吟
味
伺
書
に
も
「
出

入
」
と
あ
る
（
四
〇
四
頁
）。
な
お
、〔
史
料
⚔
〕
を
も
参
照
。

(52
)
史
料
本
文
一
行
目
の
〔
願
〕
は
、
平
松
・
註
(⚔
)『
研
究
』
八
九
頁
所
引
『
目
秘
』
追
加
二
十
四
「
御
吟
味
願
と
目
安
懸
差
別
之
事
」、

『
幕
末
御
仕
置
例
書

五
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
十
四
「
出
訴
之
趣
与
同
様
之
下
り
物
有
之
候
節
取
計
之
事
」、『
目
安
初
判
出
入

取
計
』（
神
宮
文
庫
所
蔵
）
十
四
「
出
訴
之
趣
与
同
様
之
下
り
物
有
之
候
節
取
計
之
事
」
に
よ
り
補
っ
た
。
な
お
、
本
文
一
行
目
の
「
出
入
之
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も
の
」
は
、
こ
れ
ら
三
史
料
に
は
、
い
ず
れ
も
「
出
入
も
の
」
と
あ
る
。

(53
)
牧
英
正
・
安
竹
貴
彦
「『
聞
訟
秘
鑑
』
そ
の
諸
写
本
に
つ
い
て
⑵
」（「
法
学
雑
誌
」
第
三
四
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年
、
一
三
九
頁
）。
な

お
、『
新
編
先
例
改
典

七
』（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
図
書
室
所
蔵
）
四
十
四
「
公
事
出
入
与
吟
味
物
与
差
別
之
事
」
を
も
参
照
。

(54
)
石
井
・
註
(⚗
)『
訴
訟
法
史
』
一
一
七
、
一
一
八
頁
。

(55
)
布
施
弥
平
治
編
『
百
箇
條
調
書
』
第
一
巻
、
新
生
社
、
一
九
六
六
年
、
二
九
頁
。
な
お
、
本
史
料
に
つ
い
て
は
、
石
井
・
註
(23
)『
続
近

世
民
事
訴
訟
法
史
』
第
二
編
を
も
参
照
。

(56
)
石
井
・
註
(11
)『
江
戸
時
代
漫
筆
』
一
三
〇
頁
。

(57
)
平
松
・
註
(⚔
)『
研
究
』
四
〇
七
頁
参
照
。

(58
)
内
済
は
、
評
定
所
公
事
の
場
合
は
、「
右
出
入
無
申
分
、
熟
談
内
済
仕
、
偏
ニ
御
威
光
と
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
上
は
、
右
一
件
ニ
付
、
重

て
双
方
よ
り
御
願
筋
毛
頭
無
御
座
候
、
為
後
証
連
印
済
口
証
文
差
上
候
処
、
如
件
」
と
い
う
具
合
に
、「
熟
談
内
済
」
し
た
の
で
「
済
口
証

文
」
を
評
定
所
に
提
出
し
、
そ
れ
を
評
定
所
一
座
が
承
認
す
る
（
済
口
聞
届
）
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
（
石
井
・
註
(⚗
)『
訴
訟
法
史
』
一

五
四
～
一
五
七
頁
、
中
田
・
註
(⚗
)『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
下
、
七
九
二
、
七
九
三
頁
、
八
二
五
、
八
二
六
頁
）。
こ
れ
が
通
常
の
内
済
の

場
合
の
手
続
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
可
罰
的
出
入
物
に
お
け
る
吟
味
下
げ
は
、「
其
方
共
出
入
、
双
方
熟
談
之
上
、
無
申
分
吟
味
下
相
願
ニ

付
、
願
之
通
下
ヶ
遣
」
と
、
吟
味
下
げ
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
其
方
ど
も
の
内
、
誰
は
…
…
を
致
し
、
誰
は
…
…
を
致
し
た
の
は
不
埒

で
あ
る
の
で
、
厳
し
く
申
付
け
る
べ
き
と
こ
ろ
、
出
入
も
熟
談
内
済
し
た
の
で
、
宥
免
を
も
っ
て
、
誰
は
急
度
叱
り
、
誰
は
叱
り
置
く
」、
と

い
う
形
で
軽
い
処
罰
が
申
し
渡
さ
れ
た
（「
出
入
者
裁
許
申
渡
并
例
書
」（
平
松
監
修
・
註
(⚗
)『
近
世
法
制
史
料
集
』
第
五
巻
、
一
七
〇
、

一
七
一
頁
））。

(59
)
平
松
・
註
(⚔
)『
研
究
』
四
〇
六
、
四
〇
八
頁
参
照
。

(60
)
そ
れ
ゆ
え
、
吟
味
の
優
先
順
位
は
吟
味
筋
に
あ
っ
た
。『
目
安
初
判
出
入
取
計
』
十
五
「
出
入
も
の
吟
味
中
別
事
之
不
埒
相
聞
候
も
の
之

事
」
に
よ
れ
ば
、〔
奉
行
所
で
〕
出
入
も
の
の
吟
味
中
に
訴
訟
人
の
不
埒
（
犯
罪
行
為
）
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
件
を
遠
国
奉
行
、
代
官
、

領
主
、
地
頭
が
吟
味
に
取
り
懸
っ
た
場
合
は
（「
右
不
埒
之
吟
味
取
懸
り
候
時
ハ
」）、
そ
の
吟
味
が
済
む
ま
で
、
当
該
出
入
の
吟
味
は
保
留
さ

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）

三
一
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せ
る
（「
出
入
者
浮
置
」）
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、「
三
奉
行
所
之
吟
味
を
浮
置
、
遠
国
奉
行
、
御
代
官
、
領
主
、
地

頭
之
吟
味
為
致
候
ハ
、
出
入
者
下
々
同
士
相
対
之
儀
、
吟
味
筋
者
、
遠
国
奉
行
、
御
代
官
、
領
主
、
地
頭
之
吟
味
ニ
候
与
も
、
其
所
御
仕
置

故
之
儀
ニ
候
」、
と
述
べ
て
い
る
。「
出
入
」
は
「
下
々
同
士
相
対
之
儀
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
吟
味
筋
」
は
「
其
所
御
仕
置
故
之
儀
」
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(61
)
平
松
義
郎
「
近
世
法
」（
朝
尾
直
弘
ほ
か
編
『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
11

近
世
⚓
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
三
五
三
頁
）。
本
論
文

は
の
ち
に
、
平
松
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
に
収
録
さ
れ
る
。

(62
)
妻
の
密
通
は
犯
罪
で
あ
る
（
死
罪
）
が
、
夫
の
疑
い
が
晴
れ
れ
ば
内
済
し
て
吟
味
願
下
げ
が
許
さ
れ
た
。
山
中
至
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、

「
有
夫
女
の
密
通
事
件
は
吟
味
物
で
あ
っ
た
が
、
裁
判
実
務
上
は
内
済
に
よ
る
吟
味
願
下
げ
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
出
入
筋
の
対
象
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」、
と
述
べ
て
い
る
（
山
中
「
幕
藩
体
制
に
お
け
る
密
通
仕
置
の
研
究
㈡
・
完
―
―
夫
の
私
的
制
裁
権
と

公
刑
罰
権
―
―
」（「
九
大
法
学
」
第
四
三
号
、
昭
和
五
七
年
、
七
六
頁
）。
夫
の
疑
い
が
晴
れ
れ
ば
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
く
な
る
の
で
、
あ
と
は

当
事
者
間
の
解
決
に
ゆ
だ
ね
て
も
何
ら
問
題
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
出
入
筋
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
言
え
よ

う
。

(63
)
分
析
の
際
の
「
定
義
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
吉
田
正
志
『
仙
台
藩
金
銀
出
入
処
理
法
の
研
究
』
慈
学
社
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
三
三
四
、

三
三
五
頁
を
も
参
照
。

(64
)
平
松
・
註
(61
)『
江
戸
の
罪
と
罰
』
五
二
頁
。
杉
本
史
子
氏
も
、
出
入
筋
の
裁
判
に
お
け
る
「
原
告
、
被
告
対
決
も
、
担
当
役
人
の
取
調

べ
に
対
す
る
答
弁
で
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
（
杉
本
「
近
世
日
本
裁
判
再
考
」（
臼
井
佐
知
子
、
Ｈ
・
ジ
ャ
ン
・
エ
ル
キ
ン
、
岡
崎
敦
、
金
炫

栄
、
渡
辺
浩
一
編
『
契
約
と
紛
争
の
比
較
史
料
学
―
―
中
近
世
に
お
け
る
社
会
秩
序
と
文
書
―
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
〇

頁
））。

(65
)
大
平
・
註
(28
)「
人
殺
出
入
㈡
完
」
一
四
、
一
五
頁
。

(66
)
春
原
源
太
郎
氏
は
、
出
入
筋
の
審
理
に
つ
い
て
「
糺
問
審
理
」
と
表
現
し
て
い
る
が
（
春
原
編
『
近
世
庶
民
法
資
料
』
第
二
輯
、
訴
訟
事

件
の
記
録
、
法
学
博
士

春
原
先
生
還
暦
記
念
出
版
会
、
一
九
六
七
年
、
解
説
）、
こ
の
点
は
吟
味
筋
の
審
理
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
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え
よ
う
。

(67
)
大
平
・
註
(28
)「
人
殺
出
入
㈡
完
」
一
五
頁
。

(68
)
水
林
彪
「
近
世
的
秩
序
と
規
範
意
識
」（
相
良
亨
・
尾
藤
正
英
・
秋
山
虔
編
『
講
座
日
本
史
想
⚓

秩
序
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三

年
、
一
二
五
頁
）
参
照
。

(69
)
吟
味
物
の
審
理
状
況
が
う
か
が
え
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、『
吟
味
物
口
書
下
書
』、『
吟
味
物
口
書
』（
平
松
監
修
・
註
(⚗
)『
近
世

法
制
史
料
集
』
第
四
巻
所
収
）
を
参
照
。

(70
)
牧
健
二
『
日
本
法
制
史
概
論

完
成
版
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
八
年
、
三
九
五
頁
。

(71
)
平
松
・
註
(61
)『
江
戸
の
罪
と
罰
』
四
五
頁
。

(72
)
中
田
・
註
(⚗
)『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
下
、
一
一
四
九
、
一
一
五
〇
頁
。

(73
)
同
、
七
九
〇
頁
、
石
井
・
註
(⚗
)『
訴
訟
法
史
』
一
一
二
頁
参
照
。

(74
)
中
田
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
目
安
裏
書
の
由
来
を
、
戦
国
時
代
の
分
国
法
に
お
い
て
発
生
し
た
慣
例
に
求
め
て
い
る
（
中
田
・
註
(⚗
)『
法

制
史
論
集
』
第
三
巻
下
、
一
一
五
〇
頁
）。

(75
)
以
上
、
杉
本
・
註
(⚒
)『
領
域
支
配
の
展
開
と
近
世
』
七
七
～
一
二
三
頁
、
小
早
川
・
註
(⚗
)『
制
度
の
研
究
』
五
〇
七
頁
、
同
「
沖
之

島
地
境
論
」（「
法
学
論
叢
」
第
四
八
巻
第
一
号
、
一
九
四
三
年
）
に
よ
る
。

(76
)
『寛
文
八
年
争
論
記
』（
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
所
蔵
）
に
よ
る
。

(77
)
石
井
良
助
編
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
八
四
〇
号
（
石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
一
、
創
文
社
、
一
九
五
九
年
、
三
六
〇
頁
）。

(78
)
同
、
八
四
三
号
（
同
、
三
六
〇
頁
）
に
、「
壱
人

八
郎
次
郎

是
ハ
知
楽
院
領
浅
草
田
原
町
加
兵
衛
店
借
り
、
同
町
茂
左
衛
門
方
よ
り
目

安
を
付
、
御
裏
判
有
之
候
を
引
さ
き
捨
申
候
ニ
付
、
為
過
失
、
籠
舎
」
と
あ
る
。

(79
)
同
、
八
四
二
号
（
同
、
三
六
〇
頁
）。

(80
)
同
、
八
四
一
号
（
同
、
三
六
〇
頁
）。

(81
)
同
、
五
六
六
号
（
同
、
二
三
六
頁
）
を
も
参
照
。

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）

三
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(82
)
上
記
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
天
和
二
年
七
月
六
日
の
判
例
（
註
(80
)）
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

(83
)
『御
仕
置
裁
許
帳
』
六
三
二
号
（『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
一
、
二
六
四
頁
）。

(84
)
同
、
六
三
六
号
（
同
、
二
六
五
頁
）。

(85
)
神
保
・
註
(⚓
)『
近
世
法
実
務
の
研
究

下
』、
二
七
二
頁
。

(86
)
京
都
府
立
京
都
学
歴
彩
館
（
旧
京
都
府
立
総
合
資
料
館
）
所
蔵
。

(87
)
大
平
・
註
(28
)「『
人
殺
出
入
』
の
裁
判
記
録
―
―
江
戸
幕
府
評
定
所
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
審
理
―
―
」
二
一
頁
。

(88
)
『御
仕
置
裁
許
帳
』
三
〇
号
（『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
一
、
二
一
、
二
二
頁
）。

(89
)
同
、
一
八
号
（
同
、
一
六
頁
）。

(90
)
同
、
一
一
三
号
（
同
、
四
八
頁
）。

(91
)
同
、
一
二
五
号
（
同
、
五
一
頁
）。

(92
)
同
、
二
三
一
号
（
同
、
九
九
、
一
〇
〇
頁
）。

(93
)
同
、
五
四
号
（
同
、
二
八
頁
）。

(94
)
同
、
九
四
二
号
（
同
、
四
〇
四
頁
）。

(95
)
同
、
八
六
八
号
（
同
、
三
七
二
頁
）。

(96
)
同
、
八
七
〇
号
（
同
、
三
七
三
頁
）。

(97
)
同
、
三
六
八
号
（
同
、
一
五
六
頁
）。

(98
)
法
制
史
学
会
編
・
石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
一
、
創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
四
二
〇
、
四
二
一
頁
。

(99
)
本
件
に
つ
い
て
は
、
大
平
・
註
(⚖
)「
評
定
所
公
事
」
二
〇
、
二
一
頁
参
照
。

(100
)
石
井
・
註
(⚗
)『
概
説
』
四
七
一
頁
、
平
松
・
註
(⚔
)『
研
究
』
四
〇
四
頁
参
照
。

(101
)
浅
古
弘
・
伊
藤
孝
夫
・
植
田
信
廣
・
神
保
文
夫
編
・
註
(49
)『
日
本
法
制
史
』
二
三
五
頁
（
神
保
文
夫
氏
執
筆
）。

(102
)
石
井
・
註
(⚗
)『
訴
訟
法
史
』
三
四
頁
、
同
・
註
(11
)『
江
戸
時
代
漫
筆
』
一
二
三
頁
。
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(103
)
石
井
・
註
(⚗
)『
訴
訟
法
史
』
一
一
七
頁
。

(104
)
浅
古
弘
・
伊
藤
孝
夫
・
植
田
信
廣
・
神
保
文
夫
編
・
註
(49
)『
日
本
法
制
史
』
二
七
五
頁
（
浅
古
弘
氏
執
筆
）。

(105
)
同
、
二
七
七
頁
（
同
上
）。

(106
)
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
二
八
日
の
民
部
官
聴
訟
司
「
規
則
概
略
」
に
は
、
府
藩
県
交
渉
事
件
で
他
の
管
轄
の
者
を
相
手
ど
っ
た
公

事
出
入
に
つ
き
、
目
安
裏
判
（
裏
書
）、
返
答
書
の
手
続
が
記
さ
れ
て
お
り
、
出
入
筋
の
手
続
が
受
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
橋
本

誠
一
『
明
治
初
年
の
裁
判
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
四
五
、
四
六
頁
）。

(107
)
石
井
良
助
氏
に
よ
れ
ば
、「
吟
味
願
は
お
そ
ら
く
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
出
入
筋
す
な
わ
ち
原
告
が
被
告
を
訴
え
て
、
対
審
せ
し
め
て
、

判
決
す
る
と
い
う
形
に
お
い
て
、
刑
事
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
曲
直
を
糺
す
こ
と
を
請
う
情
願
の
一
種
で

あ
っ
て
、
罪
犯
の
未
だ
明
瞭
で
な
い
、
た
と
え
ば
金
銭
貸
借
に
お
い
て
、
証
拠
が
確
か
で
な
い
た
め
に
、
種
々
の
差
縺
れ
を
生
じ
た
場
合
、

こ
れ
を
刑
事
事
件
と
し
て
吟
味
を
願
出
る
類
の
も
の
」
で
あ
っ
た
（
石
井
『
明
治
文
化
史
⚒

法
制
編
』
洋
々
社
、
一
九
五
四
年
、
二
六
八

頁
）。
な
お
、
明
治
初
年
の
吟
味
願
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
裕
『
近
代
民
事
訴
訟
法
史
・
日
本
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
～
一
四
頁
を

も
参
照
。

(108
)
髙
田
久
実
氏
は
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
七
日
の
法
制
史
学
会
第
七
二
回
総
会
・
研
究
大
会
（
同
志
社
大
学
）
に
お
い
て
、「
明
治
初
年
の
吟

味
願
と
告
訴
・
告
発
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
明
治
初
年
の
吟
味
願
に
つ
い
て
大
変
興
味
深
い
報
告
を
さ
れ
た
。
活
字
化
さ
れ
る
の
も
、
そ

う
遠
く
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(109
)
中
田
・
註
(⚗
)『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
下
、
七
六
六
、
七
六
七
、
八
二
七
、
八
二
八
頁
、
平
松
・
註
(⚔
)『
研
究
』
七
四
六
～
七
四
八

参
照
。

(110
)
平
松
・
註
(⚔
)『
研
究
』
四
〇
六
頁
。

(111
)
町
奉
行
所
の
記
録
で
あ
る
『
吟
味
下
申
渡
』、『
吟
味
下
願
並
申
渡
』
に
は
、
吟
味
筋
に
お
け
る
吟
味
下
げ
の
事
例
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て

い
る
（
平
松
監
修
・
註
(⚗
)『
近
世
法
制
史
料
集
』
第
五
巻
）。
な
お
、
陶
山
宗
幸
「
江
戸
幕
府
の
刑
事
内
済
」（「
法
制
史
研
究
」
第
四
一
号
、

一
九
九
一
年
、
一
二
二
頁
）
を
も
参
照
。

江
戸
幕
府
評
定
所
の
裁
判
と
裁
判
手
続
（
二
・
完
）（
大
平
）

三
五
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(112
)
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
近
世
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
各
地
、
各
時
代
に
見
ら
れ
た
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

(113
)
林
真
貴
子
氏
に
よ
れ
ば
、「
明
治
十
八
年
以
降
は
裁
判
の
終
結
形
式
が
熟
議
解
訟
（
和
解
）
中
心
か
ら
判
決
中
心
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
」

（
林
「
紛
争
解
決
制
度
形
成
過
程
に
お
け
る
勧
解
前
置
の
役
割
」（「
阪
大
法
学
」
第
四
六
巻
第
六
号
、
一
九
九
七
年
、
一
八
四
頁
））。
と
い
う

こ
と
は
、
明
治
一
八
年
以
前
は
、
裁
判
の
終
結
形
式
は
熟
議
解
訟
（
和
解
）
で
あ
る
場
合
が
か
な
り
見
ら
れ
、
明
治
一
八
年
以
降
も
そ
の
よ

う
な
場
合
が
一
定
数
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
「
裁
判
の
終
結
形
式
」
と
し
て
の
「
熟
議
解
訟
（
和
解
）」
が
、
裁
判
所

に
訴
え
が
受
理
さ
れ
た
の
ち
、
当
事
者
の
和
解
に
も
と
づ
き
訴
え
の
取
下
げ
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

近
世
の
済
口
聞
届
、
吟
味
下
げ
に
近
似
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
お
、
林
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
近
代
の
勧
解
制
度
は
、
必
ず
し
も

近
世
の
『
内
済
』
と
連
続
す
る
も
の
で
は
な
い
」（
林
「
勧
解
制
度
消
滅
の
経
緯
と
そ
の
論
理
」（「
阪
大
法
学
」
第
四
六
巻
第
一
号
、
一
九
九

六
年
、
一
四
三
頁
。
な
お
、
一
七
〇
頁
註
(⚗
)を
も
参
照
）。

(114
)
こ
の
点
に
関
し
て
陶
山
宗
幸
氏
は
、
吟
味
筋
に
お
け
る
吟
味
下
げ
を
、「
微
罪
処
分
」
な
い
し
「
不
起
訴
処
分
」
に
相
当
す
る
と
述
べ
て
お

り
、
注
目
さ
れ
る
（
陶
山
・
註
(111
)「
江
戸
幕
府
の
刑
事
内
済
」
一
二
三
頁
）。

〔付
記
⚑
〕
本
論
文
の
執
筆
に
際
し
貴
重
な
史
料
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
関
係
機
関
の
皆
様
に
、
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。

〔付
記
⚒
〕
本
論
文
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
一
五
Ｋ
〇
三
〇
九
三
、
二
〇
Ｋ
〇
一
二
四
九
）
に
も
と

づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

三
六

立
命
館
法
学

二
〇
二
二
年
二
号
（
四
〇
二
号
）

481 (1057)


